
講演をする伊藤教授（右）

■問い合わせ先　中南地域県民局地域農林水産部農業普及振興室　☎３３－２９０３

「農業者研修会」を開催

「弘前地区管内３地区認定農業者連絡協議会合同講演会」開催

地球温暖化と２１世紀の青森県農業

　２月１８日、弘前地区管内３地区認定農業者
連絡協議会では、岩木文化センター「あそべ
ーる」で合同の講演会を開催しました。

～ 農作業安全のポイント ～

・一人で作業に出かけるときは、家族に場所と内容を伝える。

・長時間の連続作業を避けて、必ず作業の合間に充分な休憩を取る。

・ほ場への出入りや傾斜地では、周りの状況をよく確認して転落・転倒に注意する。

・脚立などを使用する時は、安定した場所に設置し、体の安定を保って作業を行う。

・機械の調整・点検、詰まり除去時はエンジンを停止する。また、服装を整え、機械に巻き込まれないように注意する。

　市農業委員会（成田繁則会長）は、２月１８日、昨今の異常気象が農業に及

ぼす影響（特にりんごと稲作）に関する「農業者研修会」を岩木文化センター

「あそべーる」で開催しました。

　研修会では、講師の弘前大学農学生命科学部の伊藤大雄教授から、青森県の

気温や二酸化炭素濃度、降雪量・積雪深の推移が紹介されました。そしてその

データに基づく当市の水稲栽培の将来予測として、「田植え時の水不足は心配さ

れるものの、冷害の危険が低下し、収量の増加や一等米の収量が維持される」

など話されました。また、りんご栽培に関しては、「開花時期の前進や、花芽不

足、晩霜害の影響を受けやすく、また

早生種の着色不良や貯蔵性の低下が懸

念される」とする一方で「糖度アップ

や晩生種の大玉化による収量増も期待

される」という予測を示しました。

　その上で「青森県は様々な果樹の栽

培適地となり、りんご王国から果樹王国になる可能性もある」と話し、参加者は、今冬

の気候を気にかけながらも、今後の農業経営に安どの表情を浮かべていました。

　「りんごをはじめとする農産物・食品輸出について」と題し、弘前大学農

学生命科学部の成田拓未准教授が、日本産りんご輸出の現状や今後の展望

について講演しました。

　成田准教授は、「低年齢層の消費減少などにより、国内での需要は縮小す

ることが懸念される」とした上で、「りんご販路の海外市場への展開は合理

的なものであり、台湾向け輸出や新たな輸出先を拡大するためのブランド

構築に向け、高品質のりんごを厳選していくことが重要である」とし、参加

した市内の認定農業者らは理解を深めていました。

　県では、農業機械などによる事故を防止するため、春作業が行われる４～５月を重点期間として「春の農作業安全運動」を

実施しています。

　中南管内における令和元年（２０１９年）の農作業事故件数は８件で、主にりんご園での機械作業中に発生して

います。農作業が本格化する春は､事故が起こりやすくなります。

　農作業には常に危険性が伴うことを認識し、「焦らず、急がず、慎重に！」を心がけ、安全に作業を行いましょう。

〜農作業は焦らず、急がず、慎重に！〜「春の農作業安全運動」展開中!!



今回の調印式で協定を結んだのは、

白濱裕介さん彩子さん夫妻で、目指す農業経営の実現に向かって取り組むことを

誓いました。今回の締結により本市での協定締結家族は１４７組となりました｡

家族経営協定は、家族での話し合いから始まるので経営改善や女性農業者の地位確

立などにつながります。また、認定農業者制度の共同申請や農業者年金の加入にあたり保険料の国庫

助成、制度資金の活用などのメリットがあります。詳しくは、下記へお問い合わせください。

■問い合わせ先　農業委員会農政係（市役所前川本館３階）　☎４０－７１０４

　農業経営者などが行う労働力確保を目的とする住宅の修繕や、園地などへの仮設トイレ設置に係る経費を支援します。　

◆対象者　経営面積が１㌶以上の個人農業者、農地所有適格法人、農業協同組合のいずれかであり、雇用者や研修生の確保を
目的として、住宅などを修繕または改修して３年以上利用する方、または園地などへ仮設トイレを設置する方。

◆補助金額　（１）住宅などの修繕または改修に係る経費の３分の１、または５０万円のいずれか少ない額
　　　　　　（２）仮設トイレ購入に係る経費の２分の１、または１０万円のいずれか少ない額
◆必要書類　（１）は修繕などに係る見積書、（２）は購入金額が分かる書類と印章（認印可）を
　　　　　　　　ご持参のうえ、農政課までお越しください。
■問い合わせ先　農政課計画推進係（市役所前川本館３階）　☎４０－７１０２
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　市では、次のとおり養成事業の研修生を募集します。

研修受講をご検討の方はご相談ください。

　農業経営の方針や家族一人ひとりの役割、休日の取り方などにつ
いて家族で話し合って取り決める「家族経営協定」の調印式が、２
月２６日に弘前市役所で行われました。

家族経営協定 調印式

農業労働力雇用環境整備支援事業

りんご黒星病対策事業
●【りんご黒星病耕種的防除対策事業】

　　落葉処理や黒星病に感染した摘果・摘葉の処理に要する事業費

　に対して補助します。

◆対象者　農家、農家で構成された２戸以上の団体、農地所有適格法人

●事業内容

　①耕種的防除支援事業

　　・対象経費　人件費､業者または他者への作業委託費（食糧費を

　　　　　　　　除く）、機材リース費

　　・補助率　１/２（面積に応じて上限あり）

　②モデル実証・啓発事業

　　　同一エリアにある２件以上の農業者の園地を、障がい福祉事業所

　　等に作業委託し、当市が行う耕種的防除啓発活動に協力すること。

　　・対象経費　人件費､業者または他者への作業委託費（食糧費を

　　　　　　　　除く）、機材リース費

　　・補助率　９/１０（上限１０万円）

◎作業委託可能な障がい福祉事業所

事 業 所 名 所 在 地 電話番号

エイブル 若葉２丁目 ３７－９０６０

Ｎ－ＳＴＡＧＥ 城東４丁目 ２６－７１００

就労サポートひろさき 熊嶋字亀田 ８２－５７７０

チョコ・ドーナツ弘前 清水３丁目 ５５－８７６９

つながり芸術館 バナナの樹 城東３丁目 ０９０－９５３１－１１３１

ゆいまある 藤代字平田 ３９－１９５５

りんごの里 高杉字尾上山 ９９－１８７１

ワークランド茜 自由ケ丘４丁目 ３２－２１２８

※上記事業所等は、市ホームページに「耕種的防除サポーター」として

　掲載しています。作業希望日や、経費などご相談ください。

●【りんご黒星病発生防止対策事業】

　　園主の同意を得た放任園内の放任樹の伐採、伐根及び撤去を行う地

　域の団体に対して補助します。

◆対象者　組織及び運営に関する規約などがある地域の団体

◆補助金額

　・放任園状況調査・伐採などに係る交渉経費（定額）１５，０００円

　・放任樹処理対策経費　実支出額または①、②のいずれか低い額

　①伐採１８本以上/１０㌃あたり　　　　　 ４４，６８３円

　②伐採１８本未満/１０㌃あたり１本につき　２，４８２円

■問い合わせ先　りんご課生産振興係　☎４０－７１０５

「養成事業」研修生募集のお知らせ

①第３２期青森県りんご産業基幹青年養成事業

◆研修内容　栽培技術・流通・経営・教養など

◆研修期間　令和２年７月～　【２年間】

※原則、夏季、冬季に２～３泊程度の宿泊研修により実

施します。そのほか、１週間程度の県外、海外研修など

を含み、自己負担が発生します。

◆募集人員　３０名程度

◆応募資格　概ね２０歳から３５歳のりんご栽培に従事して

　　いる方で、将来りんごの自立経営をできる経営規模の方、

　　またはそれに達しようと努力している方など。

　　青森県りんご協会の会員、もしくは家族会員である方。

②青森県りんご病害虫マスター養成事業

◆研修内容　りんご病害虫の発生予察から防除までの基礎

　　知識及び応用技術など

◆研修期間　令和２年６月～令和３年３月

◆募集人員　２０名程度

◆応募資格　概ね３０歳から４５歳のりんご栽培に従事して

　　いる方で、将来りんごの自立経営をできる意欲のある方。

　　青森県りんご協会の会員、もしくは家族会員である方。

　　本人または世帯員が、りんご共済や収入保険に加入し

　　ていること（※領収書または加入証書を添付）

●申込み方法　応募資格をご確認のうえ、青森県りんご協会

　　地区支会長の推薦をもって申し込みとなります。

　　地区支会長は、申込期日までに推薦書を提出してください。

●申込締切　５月１日（金）

　※応募多数の場合は選考となります。

■問い合わせ・申込先　りんご課生産振興係（市役所前

　　　　　　　　　　　川本館３階）☎４０－７１０５



　農薬散布時には、周辺の他作物や、一般住宅、学校などに飛散しな

いよう、風の向きや強さ、散布の時間帯に細心の注意を払いましょう。

　また、近くの住民や農家へ散布日時、

使用する農薬などについて、時間的余裕

をもって立看板や直接連絡による十分な

周知を行いましょう。

　近隣に、学校・通学路がある場合は、

学校や保護者などにも連絡しましょう。

　防除暦に定められた散布時期、回数、

薬剤の種類や使用方法などをしっかり守りましょう。

■問い合わせ先　りんご課生産振興係（市役所前川本館３階）

　　　　　　　　☎４０－７１０５

農業経営士・青年農業士紹介
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■問い合わせ先　農業委員会農地係（市役所前川本館３階）　☎４０－７１０４

　令和元年度に県から、農業経営士・青年農業士に

認定された本市の農業者２人を紹介します。

　地域農業の推進役として、今後一層の活躍が期待

されます。

　今回の認定者を含め、本市の農業経営士は１４人、

青年農業士は２２人となります。

三 上 　優
（熊 嶋）

溝 江 　翼
（湯 口）

農業経営士 青年農業士

りんご園の農薬使用について

　農地の賃貸借契約を締結する場合の目安にしてもらうた

め、農業委員会では、平成３１年１月から令和元年１２月

までの賃貸借契約における市内の水田や樹園地などの賃借

料を集計した参考賃借料情報を提供します。

　～ 農地の賃借料を決める際にご活用ください。～

令和２年度農地賃借料情報
１　田（水稲）、樹園地の部

参　考　地　区 区　分
実績面積

（㌃）

す べ て の 賃 貸 借

件　数
（件）

左のうち、賃借料が
金銭以外の件数（件）

賃借料平均額
（１０㌃当たり）（円）

最 低 額〜最 高 額
　　　　　　　（円）

水稲複合型地区

（和徳・豊田・堀越・藤代・大浦）

田（水稲） 3,217 71 21 11,200 2,100～22,000

樹園地 84 3 1 8,400 2,300～19,400

果樹主作型地区

（清水・千年・裾野・相馬）

田（水稲） 1,513 31 9 11,100 8,000～22,000

樹園地 1,479 23 6 5,900 2,200～11,400

果樹複合型Ⅰ地区

（弘前・東目屋・新和・船沢・岩木）

田（水稲） 2,174 32 29 15,100 3,000～28,300

樹園地 666 10 − 8,300 3,400～15,000

果樹複合型Ⅱ地区

（高杉・石川・駒越）

田（水稲） 2,927 53 34 13,100 2,500～25,100

樹園地 1,824 32 4 8,400 2,500～12,000

弘前市全域の合計及び平均
田（水稲） 9,831 187 93 12,600

樹園地 4,053 68 11 7,700

２　畑（普通野菜・花き等）の部

参　考　地　区
実績面積

（㌃）

す べ て の 賃 貸 借

件　数
（件）

左のうち、賃借料が
金銭以外の件数（件）

賃借料平均額
（１０㌃当たり）（円）

最 低 額〜最 高 額
　　　　　　　（円）

弘前市全域 7,541 67 − 6,400 1,800～14,800

※上記の表は、平成３１年１月から令和元年１２月までの１年間に結ばれた賃貸借契約について集計を行い、参考賃借料として示した

ものです。

※平均額には、金銭以外で賃借料を支払ったものも金額換算して算入しています。

※各金額欄は、１００円未満を四捨五入しています。

※金銭以外での支払いは、田が米で、樹園地はりんごが主なものとなっています。



健　診　名 対　　　象 料　　　　　金 実施期間

国 保 特 定 健 診 ・

後 期 高 齢 者 の 健 診

国民健康保険に加入している４０歳

以上の人、または後期高齢者医療制

度に加入している人

無　料

（健診には約１万円の費用がかかります

が、受診券を使用することで年度内１回

に限り、無料で受診できます。）

４月２５日～

令和３年３月１５日

国 保 人 間 ド ッ ク

次のいずれにも該当する人

〇国民健康保険に加入している４０

歳以上の人

〇国民健康保険料の滞納がない世帯

の人

４，２５０円

　令和２年度より自己負担額が２５０円

増額になります 

（年度内１回。国保特定健診が含まれ、

同時受診となります。また、検診内容や

年齢により自己負担額が増減することが

あります。）

４月１５日～

令和３年３月１５日

※４月１日から予約を

　受け付けます。

国 保 脳 ド ッ ク

５，０００円

（年度内１回。国保特定健診または国保

人間ドックとは別に受診できます。）

４月１日～

令和３年３月３１日

後 期 高 齢 者

の 歯 科 健 診

後期高齢者医療制度に加入してい

る人

無　料

（年度内１回。受診券はありませんの

で、被保険者証をお持ちください。）

５月１日～

令和３年３月３１日

◆国保脳ドックは検査項目の見直しを行い、今年度から検査項目が変更になりました。

　詳細は『令和２年度健康と福祉ごよみ』をご覧ください。

■ 問 い 合 わ せ 先

・【国保特定健診・国保人間ドック・国保脳ドック】
　　 国保年金課国保健康事業係　　☎３５－１１１６

・【後期高齢者の健診・後期高齢者の歯科健診】
　　 国保年金課後期高齢者医療係　☎４０－７０４６

農 業 ひ ろ さ き（４） 第１７０号 ２０２０年（令和２年）４月１日

春は空気が乾燥し、山火事が発生しやすい季節です。

　山火事の原因は、たき火やたばこの不始末によるものが多

く、私たちの注意で防ぐことができます。

＝ 火を取り扱うときには、次のことを守るようにしてください ＝

①枯葉などがある火災の起きやすい場所では、たき火をしない。

②強風・乾燥注意報などが発令されているときは、火気の使用を

　控える。

③たばこの火は確実に消し、吸い殻の投げ捨てをしない。

体の異常の早期発見と早期治療のため、健診を毎年受けましょう。
今年度から、板柳町の一部医療機関でも国保特定健診及び後期高齢者健診を受診できるようになります。

令和２年度 健診・ドックの実施について

■取扱窓口及び問い合わせ先

①農業委員会農地係（市役所前川本館３階）☎４０−７１０４　　　　　

②農業委員会岩木分室（岩木庁舎１階）☎８２−３１１１内線６１１

③農業委員会相馬分室（相馬庁舎１階）☎８４−２１１１内線８０５

農地流動化情報
申出
区分

整理
番号

農地の所在
現況
地目

利用
状況

面積 希望価格 備考

売
り
た
い

994
堀越字柳田２１９

他１筆
田

保全
管理

3.05a 交渉次第

995 川合字岡本１０９ 田 〃 4.94a 交渉次第

1000
新岡字萩流

１６０−９
畑 〃 7.02a 交渉次第 貸借も可

無償〜６千円

1002
館後字館後

１４７−２３７
畑 休耕 10.33a 交渉次第 貸借も可

1007
小沢字井沢

１０６−６７
畑 〃 125.81a 交渉次第 貸借も可

1009
松木平字松元

４−４５他１筆
原野 〃 9.29a 交渉次第 貸借も可

1010
松木平字松元

４−９７
原野 〃 10.84a 交渉次第 貸借も可

貸し
たい

1011
十面沢字清水森

１１２
畑 休耕 19.28a 交渉次第

このほかの情報もありますのでお問い合わせください。

農地の権利移動・転用等の申請締切は

毎月２７日（休日等の場合は前日）です。

　申請内容は、翌月の総会で審議され決定します。また、書類

がそろわないと受理できない場合がありますので、申請は、

お早めにお願いします。

■問い合わせ先　農業委員会農地係　☎４０－７１０４　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山 火 事 に 注 意!


